
フェーズ３後の債務名義による登記申請の留意事項

フェーズ３後の債務名義による登記申請

フェーズ３後は、債務名義が電子判決書・電子調書（和解）等のデータとなります。

記録事項証明が
電磁的記録で
作成される場合

記録事項証明が
書面により

作成される場合

POINT

3 登記申請には、債務名義に記録事項証明が必要です

例えば、「被告は、原告に対し、別紙不動産目録記載１の不動産につき、所有権移転
登記手続をせよ。」との判決がされた場合には、当該判決書を利用して、法務局におい
て登記申請をすることになります。フェーズ３後には債務名義の態様等に変化があるた
め、その留意事項について整理しましたので、フェーズ３後に登記関係訴訟を取り扱う
際の参考としてください。

債務名義に基づいて登記申請をするためには、債務名義に記録事項証明（「本書面
（電磁的記録）の内容が、裁判所のファイルに記録されている事項と同一であること
を証明する」との文言）のあるもの）が必要になります。

POINT

1 債務名義の原本がデータになります

POINT

2 フェーズ３後には、送達される債務名義に変化があります

債務名義がシステム送達される場合

債務名義が書面により送達される場合

フェーズ３後に債務名義がシステム送達される場合、mintsに電子判決書等がアップ
ロードされた旨の通知がされるだけであり（民訴法２５５条２項２号、１０９条の
２）、mints上の電子判決書等自体をダウンロードすることはできますが、これまで
の判決書正本（末尾に「これは正本である」との認証文言が付されたもの）に相当す
るものが交付されるわけではありません。

フェーズ３後に債務名義が書面により送達される場合、これまでの判決書正本に代
わり、電子判決書に記録されている事項を記載した書面であって、当該書面の内容
が当該電子判決書等に記録されている事項と同一であることを証明したもの（「本
書面（電磁的記録）の内容が、裁判所のファイルに記録されている事項と同一であ
ることを証明する」との文言のあるもの=記録事項証明書）が送達されます。

この場合、電子判決書等のデータのみで登記申請をすることはできず、
ポイント３のとおり、記録事項証明が必要になります。

記載例及び取得方法
はコチラ

記載例及び取得方法
はコチラ



電子判決書や和解調書等に登記手続を要する主文・和解条項が含まれているときは、当該電子
判決書や和解調書等のシステム送達とは別に、当該電子判決書等の記録事項証明を、mintsの
「記録外」画面にアップロードする方法により提供しますので、当該事件が確定するまでの間に
速やかにダウンロードしてください（申請・手数料不要）。

フェーズ３後の債務名義による登記申請の留意事項

記録事項証明が電磁的記録で作成される場合の例

記録事項証明文言が債務名義の末尾に
記録される場合

記録事項証明文言が債務名義の冒頭に
記録される場合
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２ 裁判所書記官による電子署名部分

記録事項証明文言部分

電磁的記録による記録事項証明の取得方法

記載例① 記載例②

事件確定後は記録外の情報は削除しますので、確定までの間にダウンロードをしなかった
場合には、別途「記録事項証明の交付（提供）申請書」（裁判所HP掲載予定）を提出（※）し、
申請を行う必要があります（要手数料）。

システム送達時の提供

※弁護士等の電子提出が義務付けられる方は、書面により提出することはできませんので、
mintsの新規申立てフォームで「申立種別：その他」を選択して、電子申立てをしてください。

末尾に別のページを追加して記録事項証明文言を記録
し、電子署名を行うイメージ

システム送達時に提供されるデータをダウンロードしなかった場合
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記録事項証明が書面で作成される場合の例

債務名義の末尾の認証用紙上に、記録事項証明文言が記載され、
裁判所書記官の記名押印がされる。

１

２ 裁判所書記官による記名押印

記録事項証明文言部分

書面による記録事項証明の取得方法

記載例
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２

電磁的記録による記録事項証明を出力した
書面は、裁判所書記官による電子署名が確
認できなくなるほか、末尾に裁判所書記官
の押印がないことから、登記官において、
真正に成立したものと判断できない。その
ため、法務局（窓口又は郵送）で登記申請
する場合には、電磁的記録による記録証明
を記録媒体で提出するか、書面による記録
事項証明を取得して提出する必要がある。

電磁的記録による
記録事項証明を出力した書面

記録事項証明書の交付（提供）申請

「記録事項証明の交付（提供）申請書」（裁判所HP掲載予定）を提出（※）し、申請を行って
ください（要手数料）。

※弁護士等の電子提出が義務付けられる方は、書面により提出することはできませんので、
mintsの新規申立てフォームで「申立種別：その他」を選択して、電子申立てをしてください。

郵送での交付を希望する場合は、宛先を記載した返送用封筒に必要な郵便切手を貼付し
て、提出してください。

mintsを利用していない当事者に対しては、mintsによりシステム送達ができないため、電子判決書
や電子調書（和解）等の記録事項証明書を書面により送達することになる。

書面により送達された電子判決書や電子調書（和解）等の記録事項証明書を利用して、
登記申請をすることが可能である。

電子判決書や和解調書等が書面により送達される場合
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